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１． 令 和 ５ 年 度 事 業 報 告 書  

             一般財団法人 国際青少年育成振興財団 

 

事業の概要 

今年度は、インフルエンザ等の感染拡大の影響により、令和５年７月から翌年３月の開

催予定である、国際わいわいクラブは、残念ながら中止とさせて頂きました。先行きの不

安と、子供たちに置ける状況が大変厳しい状況でございます。世界に比べ感染者の人数は、

今のところ落ち着きを見せてはいますが、予断を許さない状況です。来年度は無事開催で

きるように、願っております。 

 

１．青少年の地域における社会教育活動の実施  
（１） 国際わいわいクラブの開設 

令和５年７月より令和６年３月までの期間で、予定７回のプログラムは、インフル

エンザ等の感染拡大の影響により開催することが出来ませんでした。 

 

処務の概要 

１．職員に関する事項 

  

職  名 氏  名 就任年月日 担当事務 備  考 

 

事務局 

 

鴻谷 登 

 

平成 19 年 1 月 1 日 

 

事務局長・代理 

ﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨｸﾞﾙｰ

ﾌﾟから出向 

 

事務局    

 

西山 真弓 

 

平成 23 年 3 月 1 日 

 

事務局・事務 

ﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨｸﾞﾙｰ

ﾌﾟから出向 

 

２．役員会等に関する事項 

 

（１）理事会 

開催年月日 議 事 事 項 会議の結果 

 

 

令和５年６月７日 

 

 

 

 

 

 

第１号議案  

令和４年度事業報告及び収支決算 

公益目的支出計画等の承認について 

 

 

 

各議案 

書面決議 

可 決 
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（１）理事会 

開催年月日 議 事 事 項 会議の結果 

 

 

令和６年１月２６日 

 

 

 

 

 

第１号議案  

令和６年度事業計画書及び収支予算書(案)の 

承認について 

第２号議案 

基本財産の５００万円取崩の承認について 

 

 

 

各議案 

書面決議 

可 決 

 

 

 

（２）評議員会 

開催年月日 議 事 事 項 会議の結果 

 

 

令和５年６月７日 

 

 

第１号議案  

令和４年度事業報告及び収支決算 

公益目的支出計画等の承認について 

 

 

 

各議案 

書面決議 

可 決 

 

 

（２）評議員会 

開催年月日 議 事 事 項 会議の結果 

 

 

令和６年１月２６日 

 

第１号議案  

令和６年度事業計画書及び収支予算書(案)の 

承認について 

第２号議案 

基本財産の５００万円取崩の承認について 

 

 

 

各議案 

書面決議 

可 決 

 

 

 

 

３．許可・認可及び承認に関する事項 

 

令和５年０６月０８日  公益目的支出計画実施報告書等の提出 

令和５年０６月１２日  公益目的支出計画実施報告書等の完了 

 

 

4． 契約に関する事項 

      

     該当無し 
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５．寄付に関する事項 

 

寄付の目的 寄 付 者 申込金額 領収金額 備  考 

 

 会 費 

  

 

大宮カントリークラブ 

 

 

月額 5 万円 

 

 

600,000 円 

 

 

銀行振込み 

１年分 

 

                                              

寄付の目的 寄 付 者 申込金額 領収金額 備  考 

 

 会 費 

  

 

数寄屋商事㈱ 

 

 

月額 3 万円 

 

 

360,000 円 

 

 

銀行振込み 

１年分 

 

                                              

６．主務官庁指示に関する事項 

   該当なし  

 

７．その他重要事項 

  該当無し 

以上 

 

 

２． 令 和 ５ 年 度 事 業 報 告 書 

附属明細書 

             一般財団法人 国際青少年育成振興財団 

 

令和５年度事業報告には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行

規則第 34 条第３項及び、一般財団法人国際青少年育成振興財団の定款第１０

条第１項（２）に規定する事業報告の附属明細書「事業報告の内容を補足する

重要な事項」が存在しないので作成していません。 

                                                  

以上 


